
希望する方には郵送による納付書の送付依頼を受け付けています。

郵送による納付書の送付依頼の受付について

①納付書の送付依頼

長崎県大村運転免許試験場に「納付書送付依頼書」を郵送し、取り寄せる。

②コンビニエンスストア等での手数料の納付

指定の納入場所（コンビニエンスストア等）で手数料を納付し、領収印が押印さ
れた「領収証書」「納付済証」、「納付済証 照合票」を受け取る。

③経由地での更新申請

経由地の運転免許センター等の経由地更新申請窓口に「納付済証」と「納付済
証 照合票」を経由更新手数料の納付を証明する書類として申請窓口に持参し、経
由更新申請を行う。

納付書の送付依頼の方法

「納付書送付依頼書」等を郵送で長崎県運転免許試験場にお送りください。

※ 依頼書等の投函から、納付書がお手元に届くまで、１週間～２週間程度要することが見込
まれます。経由更新の申請の期限にご注意いただき、余裕をもって依頼してください。

長崎県運転免許試験場へ送るもの

①納付書送付
依頼書

②返信用封筒（長３）
切手（４６０円）を貼り、
納付書の送付先の宛名を記
載したもの

長
崎
県
大
村
市
古
賀
島
町
５
３
３
番
地
５

長
崎
県
大
村
運
転
免
許
試
験
場

免
許
係

宛

切
手

封
筒
に
入
れ
る

※ 依頼内容に不備がある場合は、発送でき
なくなります。返信用の切手の金額等送
るものに誤りがないようご注意ください。

※ 返信用封筒は「長３」サイズをご用意くだ
さい。
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※ コンビニ等の支払にはクレジットカード、コード決済はお使いいただけません。
※ 納付書にモバイル決裁の表示がありますが、経由更新手数料についてはモバイル決裁での納
入はご利用いただけません。

※ 申請窓口は手続をする都道府県の運転免許センター等へご確認ください。

※ 急ぐ場合は、速達料金を加算した切手を貼ってください。

切手は、
・定形郵便
・簡易書留
の料金が必要

です。

① 納付書送付依頼書

② 返信用封筒（長３）
依頼内容
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切り取って封筒に貼り、宛名書きとしてご利用下さい。

※納付書送付依頼についてご不明な点は電話にてお問い合わせください。
☎（０９５７）５３ｰ２１２８（ガイダンスで④押下）
（受付時間：月～金曜日（祝日、休日を除く）８:３０～１７：００）


